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❷ 森林の土地の所有者届出制度の
　　林野庁ウェブサイト

❶ 森林の土地の所有者届出制度の概要

森林の土地の所有者届出制度において、新たに所有者となった方が提出する「森林の土地の所有者届出書」の
様式が改正され、この４月から、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
林野庁ウェブサイトでは、制度を紹介するパンフレットと、届出書をパソコンで作成できる届出書作成支援
ファイル（エクセル形式）を公開しています。
　最新の森林所有者を市町村が把握することで、例えば、所有者の方への働きかけがしやすくなるため、森林の集積・
集約化などにつながり、地域の適切な森林づくりが円滑に進むことが期待されます。相続などで森林を取得された
場合は、忘れずに市町村への届出をお願いいたします。

　制度概要のパンフレットや届出書作成支援ファイル
のほか、届出書の様式・関係通知等は、林野庁ウェブ
サイトから入手することができます。なお、届出方法
などの具体的な運用は市町村により異なることがあり
ますので、届出先の市町村の指導に従って作成・提出
をお願いします。

   森林の土地の所有者届出制度（林野庁ウェブサイト） 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/

森林法では、森林の土地の所有者となった方は、所有
者となった日から９０日以内に、取得した土地のある
市町村長へ届出を行うことが義務付けられています。
　売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などに
より森林の土地を新たに取得した場合は、個人か法
人かによらず、全て提出が必要です。
　なお、不動産登記とは別の制度であり、相続や売
買による所有権移転登記を実施した場合であっても、
この届出は必要ですのでご注意ください。
　ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の
届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出
は不要となります。

「森林の土地の所有者届出書」
の様式が変わりました

制度概要のパンフレット▶ 
https://www.rinya.maff.
go.jp/j/keikaku/todokede/
attach/pdf/index-13.pdf

森林の土地の所有者届出書
作成支援ファイル▶ 
https://www.rinya.maff.
go.jp/j/keikaku/todokede/
attach/xls/index-3.xlsx
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